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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体フィルムから印刷枚葉紙に画線部提供層を転写するための装置であり、担体フィル
ムおよび画線部提供層は合体して転写フィルム（５）を形成している装置であって、
　接着剤を用いて画線部に対応したコーティングを印刷枚葉紙に施すための塗布装置（１
）と、
　担体フィルムから印刷枚葉紙に画線部提供層を転写するためのコーティングモジュール
（２）であって、共通の転写間隙（６）を形成する圧胴（４）およびプレスローラ（３）
を有する、コーティングモジュールと、
　を少なくとも備え、
　前記担体フィルムは、前記プレスローラ（３）を周回するか、または前記プレスローラ
（３）に対して正接して通過するようにガイド可能とされ、それにより、前記担体フィル
ムは、コーティングされた側が前記圧胴（４）上にガイドされる印刷枚葉紙に載置される
とともに、印圧がかかった状態で印刷枚葉紙とともに前記プレスローラ（３）および前記
圧胴（４）の間の前記転写間隙（６）を通過するようにガイドされ、
　前記画線部提供層の、前記接着剤が画線部に対応して施された領域は、前記転写間隙（
６）から印刷枚葉紙が排出された後で、印刷枚葉紙に付着し、かつ前記担体フィルムから
剥離される装置において、
　前記プレスローラ（３）には、カバー（１０）が設けられており、
　前記カバー（１０）は、密接して敷き詰められるとともに同じ高さにあり、半球形状の
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構造の隆起となる複数のガラスビーズを含む、平滑な表面を有するとともに、圧縮性を有
する下部構造（２３）を有する
ことを特徴とする、装置。
【請求項２】
　枚葉紙をガイドする圧胴（４）のくわえを収容する胴溝（１１）が通過する際にフィル
ムの給送を停止し、その間に、前記プレスローラ（３）が、前記転写フィルム（５）に引
き続き接触した状態でスライドしながら通過するようにする制御が、前記転写フィルム（
５）の回転駆動部（７）またはフィルムガイドと連動して行われることを特徴とする、請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プレスローラ（３）の表面として、輪郭が連続している隆起プレス面（２１）が設
けられており、該プレス面（２１）は、最大コーティング領域に対応するように画定され
ていることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記カバーはプレス張設材（１０）であり、該プレス張設材は、前記密接して敷き詰め
られるとともに同じ高さにある複数のガラスビーズから成る基礎構造と、該基礎構造内部
で均一または不均一に分配されるとともに前記基礎構造とは高さが異なる、さらなる表面
要素と、を含む表面を有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の装
置。
【請求項５】
　前記プレスローラ（３）には、低圧縮性の平滑なカバー（１０）が設けられており、該
カバー（１０）の表面は、少なくとも前記転写フィルム（５）との接触領域において、前
記担体フィルムに対する付着性が最小になるようになっていることを特徴とする、請求項
１に記載の装置。
【請求項６】
　前記カバー（１０）は、前記コーティングモジュール（２）の前記プレスローラ（３）
のシリンダ状の表面領域を完全に覆う表面部材として、前記プレスローラ（３）に対して
着脱自在に張設され得ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記カバー（１０）は、前記コーティングモジュール（２）の前記プレスローラ（３）
のシリンダ状の表面領域の部分面を覆う表面部材として、前記プレスローラ（３）または
前記プレスローラ（３）に担持されている張設材に対して着脱自在に位置決め可能な状態
で設けられ得ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に記載の、担体フィルムから印刷枚葉紙へ画線部提供層を転
写するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルム転写法を用いて印刷枚葉紙上に金属層を製造することが公知になっている。た
とえば、特許文献１には、印刷材料および該材料を用いる印刷装置が記載されている。該
文献には、枚葉紙加工機であって、給紙装置および排紙装置を備え、該２つの機構の間に
複数の印刷装置と１つのコーティングモジュールとが設けられている枚葉紙加工機が開示
されている。これら印刷装置の少なくとも１つにおいて、平版印刷法を用いて接着剤パタ
ーンが塗布される。この接着剤パターンは、コールドプレス法によって塗布されるととも
に、画線部を提供する特定の主題部（ｓｕｊｅｔ）を有する。前記印刷装置に続いて設け
られた、圧胴およびプレスローラを備えるコーティングモジュールには、フィルムガイド
が設けられている。このフィルムガイドは、フィルムストックロールからフィルムストリ
ップまたは転写フィルムを、コーティングモジュールの圧胴とプレスローラとの間に設け
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られた転写間隙を通過するようにガイドするという形式のものとして構想されている。フ
ィルムストリップは、コーティングモジュールを出た後で排出側において再び巻き取られ
る。転写フィルムは担体層を有しており、この担体層の上には、たとえばアルミニウムか
ら成る金属層等の画線部提供層を設けることができる。金属層と担体フィルムとの間に分
離層が設けられており、この分離層は担体層から金属層を剥離できるようにするためのも
のである。
【０００３】
　印刷枚葉紙を搬送して印刷装置を通過させる際に、各印刷枚葉紙に対して接着剤パター
ンが塗布される。その後、印刷枚葉紙はコーティングモジュールを通過するようにガイド
されるが、その際に、プレスローラによって、圧胴に載置された印刷枚葉紙をフィルム材
料と結合させる。これに伴って、下方を向いている金属層は、印刷枚葉紙の接着剤が塗布
された領域と密接に係合する。印刷枚葉紙をさらに搬送すると、金属層は接着剤が塗布さ
れたパターンの領域においてのみ付着する。すなわち、接着剤パターンの領域で、担体フ
ィルムから金属層が剥離される。そして、このようにして消費された転写フィルムは再び
巻き取られる。印刷枚葉紙はコーティングされた状態で排紙される。たとえば印刷機の印
刷装置において、この種のコーティングモジュールを用いることが公知となっている。こ
のような公知の装置の欠点は、これらのコーティングモジュールを臨機応変に使用するこ
とができないこと、および、転写フィルムの消費はコストがかさむということである。
【特許文献１】欧州特許第０５６９５２０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の課題は、たとえば金属被覆層等の画線部提供層を確実にかつ経済
的にかつ正確に印刷枚葉紙上に転写することができるとともに、簡単に操作できる装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題は、請求項１に記載の特徴に係る装置によって解決される。
【０００６】
　転写フィルムをガイドするために、クロック動作法（Ｔａｋｔｕｎｇｓｖｅｒｆａｈｒ
ｅｎ）を用いることが好ましい。このクロック動作法では、１クロック動作中に転写フィ
ルムが空気圧手段によってプレスローラから分離される。
【０００７】
　コーティング法を確実に経済的に行うために、画線部提供層または金属被覆層への転写
が行われない場合には転写フィルムを静止させるようにフィルムの給送を制御することが
できるようにする。枚葉紙をガイドする圧胴のくわえを収容する胴溝が通過する際にフィ
ルムの給送を停止させ、その間に、プレスローラが転写フィルムの下をスライドしながら
通過するようにすることによって、転写フィルムの制御を行うことが好適であり得る。さ
らなる好適な一構成においては、プレスローラの表面として、輪郭が連続している隆起プ
レス面を設けることができる。このプレス面は、コーティングすべき領域に合わせて画定
されている。このプレス面としては、印刷ブランケットの一部分、プラスチック印刷版ま
たは接着可能な押圧セグメントが適している。これによって、コーティングすべき領域が
印刷枚葉紙の画線部領域内部に至った場合に転写フィルムの給送を停止することを、非常
に好適に行うことができる。転写フィルムを１つの、または複数の幅狭の分割ウェブ状フ
ィルムに分割することによって、フィルムの利用がさらに改善される。上記方法と組み合
わせることによって、たとえフィルムの種類が異なっていても、それらフィルムを同時に
使用することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。
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【０００９】
　図１には、本例では印刷機である枚葉紙加工機を示す。この印刷機は、少なくとも２つ
の印刷装置から成る。両印刷装置は以下の目的で使用される。
【００１０】
　第１の作業工程において、コーティングすべき印刷枚葉紙に、画線部を提供する接着剤
パターンを塗布する。塗布装置１として構成された、たとえばオフセット印刷機のような
従来型の印刷装置等の装置内において、該装置内に存在するインキ装置および湿し装置１
１と、プレート胴１２上の印刷プレートと、ブラケット胴またはゴム胴１３と、圧胴４と
、によって接着剤が塗布される。本例では、フレキソ印刷ユニットまたはニス引き装置の
形態の塗布装置を使用することもできる。
【００１１】
　その後、第２の作業工程において、転写フィルム５が印刷枚葉紙とともに転写間隙６を
通過するようにガイドされる。その際、転写フィルム５は、転写間隙６内で印刷枚葉紙に
対して押圧される。このために、枚葉紙オフセット印刷機の印刷装置またはニス引きモジ
ュールまたは基礎ユニット（Ｂａｓｉｓｅｉｎｈｅｉｔ）または他の種類の加工機に相当
し得るコーティングモジュール２が使用される。
【００１２】
　コーティングモジュール２内の転写間隙６が、プレスローラ３と圧胴４とによって形成
される。この場合、プレスローラ３は、ブランケット胴に相当し得る。また、圧胴４は、
それ自体公知のオフセット印刷機の圧胴に相当し得る。さらに、プレスローラ３は、版胴
に相当し得る。また、圧胴４は、枚葉紙印刷機のニス引きモジュールの圧胴に相当し得る
。
【００１３】
　さらに、コーティングされた印刷枚葉紙をローラ間にて高い印圧をかけながら通過させ
ようとする場合には、コーティングの付着性を向上させるために、または、印刷枚葉紙の
平滑性および光沢性を向上させるために、いわゆるカレンダ装置をコーティングモジュー
ル２に後置して設けることができる。
【００１４】
　フィルム転写のために用いられるコーティングモジュール２の内部には、転写フィルム
５用の搬送ガイド（Ｂａｈｎｆｕｅｈｒｕｎｇ）が図示されている。加工され得る転写フ
ィルム５は複数の層をなして構成されている。転写フィルムは担体層を有し、該担体層の
上には、分離層を介して画線部提供層が設けられている。分離層は、画線部提供層が担体
層から容易に剥離されるように機能する。画線部提供層とは、たとえば金属被覆層または
光沢層またはテクスチャ加工層（Ｔｅｘｔｕｒｓｃｈｉｃｈｔ）またはインキ付けされた
層または１つもしくは複数の画線部パターンを含む層であり得る。
【００１５】
　フィルムストックロール８は、コーティングモジュール２の枚葉紙供給側に設けられて
いる。フィルムストックロール８は回転駆動部７を有する。回転駆動部７は、転写フィル
ム５を連続的に制御しながらコーティングモジュールに供給するために必要であり、よっ
て制御可能となっている。さらに、フィルム供給および搬出領域には、たとえば方向転換
ローラまたはテンションローラ、空気圧式に供給されるガイド手段、バッフルプレート（
Ｌｅｉｔｂｌｅｃｈｅ）等のガイド装置１４が設けられている。これによって、転写フィ
ルム５のウェブ状フィルムは、常に変形することなく平坦な状態でガイドされるとともに
、プレスローラ３に対して常に同じ張力で保持される。ガイド装置１４は、転写フィルム
５を導入するための補助手段を有し得る。この場合、転写フィルム５のウェブ状フィルム
を自動的に取り込むための補助装置（Ｅｉｎｚｕｇｓｈｉｌｆｅｎ）を使用することもで
きる。このようにして、コーティングモジュール２を包囲する保護装置１５の領域におけ
るフィルムの供給が簡略化される。同時に、保護装置１５の保護機能は完全に保持される
。
【００１６】
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　この場合、転写フィルム５は、プレスローラ３を周回するようにガイドされる。その際
に、転写フィルム５は、コーティングモジュール２の側でのみプレス間隙６に供給される
とともにプレス間隙６から搬出され得るようになっていることが好ましい（点線の図示参
照）。この場合、ウェブ状フィルムは、図１の図示とは違って、場所の条件次第ではコー
ティングモジュール２の一方の側において、互いに密接して平行に延在する供給レーン（
Ｓｔｒａｎｇ）および搬出レーン内でガイドされてもよい。さらなる一実施形態において
、転写フィルム５は、プレスローラ３に対してほぼ正接して通過するようガイドされるこ
とができる。または、転写フィルム５は、プレス間隙６に対してわずかな巻き付け角度だ
けを成して供給および搬出され得る。この場合、転写フィルム５は、コーティングモジュ
ール２の一方の側から供給されて、コーティングモジュール２の対向する側に搬出される
。
【００１７】
　印刷装置の排出側には、フィルム回収ロール９が図示されている。フィルム回収ロール
９には、消費されたフィルム材料が再び巻き取られる。このフィルム回収ロール９に対し
ても、製造を最適化するために、制御可能な回転駆動部７が設けられ得る。転写フィルム
５は概ね、排出側では同様に回転駆動部７によって移動され、流入側ではブレーキを用い
て強く張られた状態に保持され得る。これに関連して、後述のダンサーローラ１８を用い
てフィルム制御を行うこともできる。
【００１８】
　たとえば転写フィルム５の画線部提供用の使用層をプレスローラ３および圧胴４の間の
転写間隙６において印刷枚葉紙に転写する工程にとって重要なのは、プレスローラ３の表
面、したがって圧胴または版胴の表面に、圧縮性および緩衝性を有する部材が設けられて
いる、ということである。したがって、プレスローラ３には、プレス張設材１０が設けら
れているか、またはローラとしての対応するコーティングが施されている。プレス張設材
１０またはプレスコーティングは、たとえばゴムブランケットまたは印刷ブランケットに
相当するプラスチック被覆として実施され得る。プレス張設材１０またはプレスコーティ
ングの表面は非常に平滑であることが好ましい。プレス張設材１０またはプレスコーティ
ングの表面は、不粘着性の材料または構造物から構成されていてもよい。この場合、たと
えば非常に精密な半球形の形態の比較的硬質の構造物が考えられ得る。プレス張設材１０
は、緊締装置によってプレスローラ３の胴溝に係留されている。転写間隙６における転写
特性を向上させるために、プレス張設材１０には目的に合わせた弾力性を与えることがで
きる。このような弾力性は、場合によっては、圧縮性の中間層において発揮させることも
できる。このような圧縮性は、プレス張設材１０のかわりに使用することもできる従来型
のゴムブランケットまたは印刷ブランケットにおける圧縮性と同様であるかまたは小さい
ことが好ましい。上記の圧縮性は、従来型の圧縮性を有する印刷ブランケットによって実
現することができる。また、硬質の印刷ブランケットおよび軟質の下地を組み合わせた張
設材を用いてもよい。さらに、プレスローラ３に直接、またはプレス張設材１０の上に、
画定されたプレス面を設けることもできる。この画定されたプレス面は、プレス張設材１
０の表面を加工して作成することもできるし、プレス張設材１０の材料から成る部分面と
して、プレスローラ３に付加的に固定することもできる。
【００１９】
　コーティング方法を効率的に行うよう改善するために、フィルムストックロール８から
転写間隙６およびフィルム収集ロール９への転写フィルム５のフィルム給送を制御し、そ
れによって、画線部提供層の転写を行うべきではない場合には転写フィルム５を可能な限
り停止させるようにする。この点に関して、転写フィルム５の制御は以下のように行われ
る。すなわち、枚葉紙をガイドする圧胴４のくわえを収容する胴溝を通過する際に、フィ
ルムの給送が停止される。くわえは、印刷枚葉紙を圧胴４上に保持するものである。プレ
スローラ３も、これに対応した胴溝１９（図３参照）を有している。この胴溝には、プレ
ス張設材１０が保持されている。対応する胴溝の領域では、転写フィルム５が、プレスロ
ーラ３（ブランケット胴）と圧胴４との間で押圧されることがない。その後、プレスロー
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ラ３が転写フィルム５に接触して滑動する一方で、転写フィルム５は、プレスローラ３と
圧胴４との間では印圧のかかっていない状態で張設される。この状態は、胴溝１９のいわ
ゆる印刷開始部（Ｄｒｕｃｋａｎｆａｎｇ）が終結し、かつ、印刷枚葉紙がくわえられた
状態で転写フィルム５がプレスローラ３と圧胴４との間に新たに挟み込まれるまで持続す
る。その後、転写フィルム５はさらに搬送される。フィルムの給送のクロック動作は、フ
ィルムストックロール８またはフィルム収集ロール９の必然的な加速または減速に応じて
、胴溝の溝縁部に対して設定されているクロック動作よりも幾分早く開始または停止する
。たとえば図１に図示されているようないわゆるダンサーローラ１８を介して行われるレ
スポンスの早いクロック動作システムにおいては、フィルムストックロール８またはフィ
ルム収集ロール９の回転駆動部７の制御が不要な場合もある。ダンサーロール１８によっ
ても、フィルムの必要な張力が保持される。
【００２０】
　上述の種類のフィルムの利用は、転写フィルム５を幅がより小さい１つまたは複数の分
割ウェブ状フィルムに分割することによって改良される。これによって、フィルムの給送
をクロック作動させるための単一または複数の装置を用いて対応する制御を行った場合に
、１枚の枚葉紙内でゾーンごとにコーティング領域の長さが異なっていても、転写フィル
ムの利用を改良することができる。そのためには、画線部を提供する表面層が塗布される
べき領域に、各分割ウェブ状フィルムを正確に搬送しなければならない。コーティングす
べきではない領域において、各分割ウェブ状フィルムはその他の分割ウェブ状フィルムと
は独立して停止されるが、それによって不要なフィルムの消費が生じることはない。
【００２１】
　さらに、コーティング方法を改良するために、接着剤を塗布する領域とフィルムを貼付
する領域とに乾燥器１６を設けることができる。これによって、画線部に即して塗布され
る接着層を、第１の乾燥器１６（中間乾燥器Ｉ）によって特にＵＶ乾燥することで予め乾
燥し、それによって転写フィルム５の使用層がより良好な付着性を有するようにする。さ
らに、接着剤の乾燥をさらに高速化することによって、印刷枚葉紙に対してエンボス加工
される使用層の付着効果（Ｈａｆｔｗｉｒｋｕｎｇ）を第２の乾燥器１６（中間乾燥器Ｉ
Ｉ）の作用によって改善することができる。
【００２２】
　最終的に、フィルムを貼付した後、検査または監視装置１７を用いてコーティングの品
質を管理することができる。このために、検査装置１７は、転写間隙６の後方であって場
合によっては乾燥器１６から隔離された状態にある、コーティングモジュール２の枚葉紙
ガイド面に向けられるか、または、コーティングモジュール２に後置されたさらなる枚葉
紙ガイドモジュールの枚葉紙ガイド面に向けられ得る。このようにして、これらの場所を
通過して搬送されるコーティングされた印刷枚葉紙は、コーティングの完全性および品質
の観点から検査され得る。欠陥があると認識された印刷枚葉紙は、マーキングがつけられ
るか、または損紙としてソート装置内に分離されることができる。
【００２３】
　本発明の特別な構成では、プレスローラ３の表面として、連続または分割プレス面２１
を設けるものとする。このためには、全表面にわたって延在するプレス面２０のかわりに
、１つのまたは複数のコーティングすべき領域を画定する分割プレス面２１を、プレスロ
ーラ３上に設ける。分割されたプレス面２１は、隔離された面部材として、プレスローラ
３に巻き付けられた環状かつ幅狭の面部材として、表面ライン（Ｍａｎｔｅｌｌｉｎｉｅ
）に沿い、かつ画定された周縁部分をカバーし、かつプレスローラ３の幅にわたって延在
する面部材として、または、複数のこの種の面部材の形態で、エンボス加工され得る。
【００２４】
　このために、印刷ブランケットの一部分、画線部形成可能なプラスチック凸版印刷版、
または平滑性を有する下地に対して、好適には消去可能に固定され得るか、場合によって
は接着可能または磁石によって取り付け可能な押圧セグメント（Ａｎｄｒｕｃｋｓｅｇｍ
ｅｎｔ）２２を、分割されたプレス面２１を担持するために使用することができる。下側



(7) JP 4970247 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

に磁性付着面が設けられている押圧セグメント２２は、たとえばプレスローラ３の表面に
直接被せることができる。一方、磁性フィルムをプレスローラ３の表面に張設することも
できる。この場合、このプレスローラ３の表面には、分割プレス面２１を取り付けるか、
または位置決めするために、磁性付着性を有するように構成された押圧セグメント２２の
裏側を被せることができる。押圧セグメント２２の表面および内部構造は、弾力性および
平滑性の点で上述の記載に合致するものとする。ここで、圧縮性の印刷ブランケット下地
２３を設けることができる。この印刷ブランケット下地２３は、好適には平滑性を有する
比較的頑丈な機能層２４を担持する。
【００２５】
　この画定された分割プレス面２１は、胴溝１９が通過する際と同様に、分割プレス面２
１が転写フィルム５に接触しながら転写間隙６を通過する場合にのみ転写フィルム５が挟
み込まれるように機能する。言い換えると、プレス面２１は、画線部部提供層が転写フィ
ルム５から印刷枚葉紙に実際に転写されるべき場所においてのみ転写フィルム５に作用す
るようになっている。
【００２６】
　しかしながら、付属の装置は、基本的に、転写フィルム５用の対応する給送制御装置を
有している。このような給送制御装置によって、胴溝が通過する間は少なくともプレスロ
ーラ３と圧胴４との間にあるフィルム部分は静止させられる。
【００２７】
　コーティング方法を改良するために、プレスローラ３が接触することなく（ｌｅｅｒ）
転写フィルム５の下方を通過することによって、層の剥離が行われない領域ではフィルム
が静止させられるようになっている。これは、たとえば、いわゆる胴溝１９が通過する際
、または分割プレス面２１を使用する場合には押圧されない領域が通過する際に行われ得
る。転写フィルム５を静止させるためには、転写フィルム５が圧胴またはプレスローラ３
の表面に対して付着しないようにするか、またはプレスローラ３の表面に不粘着性を与え
て構成する必要がある。
【００２８】
　ここで、対応する装置においては、プレスローラ３の領域に、送風器機構を設けてもよ
い。ウェブ状フィルムが静止している場合には、フィルム状ウェブの流入または排出のた
めの間隙内に圧縮空気を衝突させることによって、プレスローラ３の上であってフィルム
状ウェブの下に薄い空気層を形成することができる。こうすることによって、フィルム状
ウェブが静止している間にプレスローラをさらに運転することができる。このために、フ
ィルム走行長を均一にするいわゆるダンサーローラ１８が機能する。
【００２９】
　図２および図３には、プレスローラ３、プレス張設材１０、またはプレスローラ３の表
面のカバーを切って示した断面図が示されている。プレスローラ３には、ゴムブランケッ
トまたは印刷ブランケットに相当するたとえばプラスチック被覆としてのプレス張設材１
０が設けられている。プレス張設材１０は、緊締装置によって胴溝１９内に保持される。
転写間隙６における転写特性を向上させるために、プレス張設材１０には、目的に合わせ
た弾力性が与えられている。このような弾力性を、場合によっては、圧縮性の中間層にお
いて発揮させることもできる。このような弾力性は、プレス張設材のかわりにプレスロー
ラに用いることができる従来のゴムブランケットまたは印刷ブランケットにおける弾力性
と同じであるかそれよりも小さいことが好ましい。
【００３０】
　他の性質の圧縮性を、従来の圧縮性の印刷ブランケットを用いて実現することができる
。さらに、硬質の印刷ブランケットと軟質の下地とを組み合わせた張設材を用いることも
できる。プレス張設材１０は、機能層２４としてのプラスチック被覆から成る比較的薄く
て硬質の表面を有する印刷ブランケットを有して成ることが好ましい。この機能層２４に
は、圧縮性の下部構造が設けられており、この下部構造は、小型の弾性材料または独立気
泡フォームもしくは連続気泡フォームから成る。この下部構造の下方に、力を伝達する層
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、たとえば紡織層を設けることが好ましい。このようにすることで、表面が高い可撓性を
有する場合には、印刷ブランケットまたはプレス張設材１０に、同様に極めて高い強度が
与えられる。このようにすることで、各被印刷材料表面または塗布された接着剤に対して
転写フィルム５を特に良好に適合させることができる、という特別な利点が得られる。
【００３１】
　さらに、プレス張設材１０またはプラスチック被覆１４の表面は極めて平滑であるもの
とする。これに加えて、プラスチック被覆１４は、山対谷の比（Ｒａｕｈｔｉｅｆｅ）が
１μｍ以下の範囲となっている低い表面粗度を有する。さらに、転写フィルム５の担体フ
ィルムの材料に対するプレス張設材１０の粘着性は、可能な限り低くなっていることが好
ましい。
【００３２】
　ゴムブランケットの表面は極めて平滑ではあるが、ゴムブランケットはインキ受理性を
有するように構成されている。したがって、転写フィルムは、たとえば従来型のゴムブラ
ンケットに対してより良好に付着する。その結果、画線部提供層を印刷枚葉紙に転写する
際に損傷が生じることになる。
【００３３】
　プレス張設材１０のプラスチック表面の転写フィルム５に対する付着性が低いため、画
線部提供層を印刷枚葉紙にきれいに転写することができるようになる。その理由は、プレ
ス張設材１０自体は転写フィルム５を印刷枚葉紙に対して固定するだけであり、転写フィ
ルム５は付着性によって印刷枚葉紙の接着箇所にガイドされるようになっているからであ
る。それに続いて、接着箇所にずれが生じ得ないようにするために、ウェブ状フィルムが
同期動作（Ｇｌｅｉｃｈｌａｕｆ）するように調節される。
【００３４】
　上述したように、プレス張設材１０に弾力性を与えるように構成することによって、転
写間隙６に対して高い適応性が与えられる。さらに、たとえば、圧胴４がプレスローラ３
に対して２倍の大きさの直径を有するようにすることによって、転写間隙６を比較的平坦
に延在方向に拡大するようにする。この場合、転写間隙６における最適な転写特性を付与
するために、プレスローラ３と圧胴４との間に、通常の印刷プロセスにおいて必要な印圧
よりもやや高めの印圧を供給するよう選択することができる。たとえば、０．１ｍｍの基
準値に対して０．１ｍｍ～０．１４ｍｍの供給値（Ｂｅｉｓｔｅｌｌｗｅｒｔ）を用いる
ことができる。
【００３５】
　一方、プレス張設材１０の圧縮性が低い場合には、高い表面圧力を有する、幅狭の、よ
ってより小さな転写面が得られる。このようにして、プレスローラ３と圧胴４との間に通
常のまたはそれよりも幾分低い印圧を供給することによって、転写間隙６における最適な
転写特性を達成することができるようになる。
【００３６】
　これらの措置すべてによって、転写間隙６において印刷面を幅広にすること、および、
転写フィルム５を押圧するプレスローラ３またはプレス張設材１０の表面と圧胴４または
印刷枚葉紙の側に載置される転写フィルム５の裏側とが、これらの間で安全に移動するこ
とが可能になる。これらの手段によって、極めて微細なパターンであっても画線部提供層
から印刷枚葉紙に確実に転写されるようになる。
【００３７】
　本装置の一変型形態では、異なる方法を行うことができる。フィルムがプレスローラ３
を周回するように搬送される場合、ウェブ状フィルム５はプレスローラ３に付着する。こ
れは、上述したようなオフセット印刷装置を使用する場合によく生じ得る。付着によって
、ウェブ状フィルム５が断裂するおそれがある。したがって、プレスローラ３の表面は、
特別な表面とする必要がある。この目的のために、低摩擦性または低粘着性のゴムブラン
ケットを設けることができる。通常のゴムブランケットの代わりに、いわゆるビーズ接着
印刷ブランケット（Ｐｅｒｌｄｒｕｃｋｔｕｃｈ）を使用して、プレスローラ３の表面と
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トは、他の用途において既に公知となっているものであり、隣接する部材に対する接触面
を減少させるために、表面には非常に微細なガラスビーズが接着されている。これによっ
て、接触摩擦および摩擦帯電を防止する。ビーズ接着印刷ブランケットによって、転写フ
ィルムがプレスローラ３を周回する場合であっても、補助的に送風することなく所定のフ
ィルム品質を保って作業することができる。
【００３８】
　ビーズ接着印刷ブランケットの表面のドープ（Ｄｏｔｉｅｒｕｎｇ）次第で、多数の小
ガラスビーズだと幾分平滑な表面になり、小数の大ガラスビーズだと構造化された表面に
なるが、このような表面のドープ次第では、極めて微細なパターンを確実に転写すること
ができるようになるか、またはフィルムコーティング表面に対して所望の構造効果を付与
することができるようになる。
【００３９】
　本発明の実施形態によって、転写方法を用いて転写フィルム５から種々の基材に対して
種々のコーティングを施すことができるようになる。
【００４０】
　詳細に説明した本発明の実施形態は、本明細書に記載した方法に限定されるものではな
く、当業者が行い得る範囲内で解釈され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】フィルム転写装置を有する印刷機の基本構造図である。
【図２】フィルム転写装置内のプレスローラの構造を示す図である。
【図３】プレス張設材の構造を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　塗布装置
　２　コーティングモジュール
　３　プレスローラ
　４　圧胴
　５　転写フィルム／ウェブ状フィルム
　６　転写間隙
　７　ロール駆動部
　８　フィルムストックロール
　９　フィルム収集ロール
　１０　プレス張設材
　１１　インキ／湿し装置
　１２　プレート胴
　１３　印刷ブランケット胴
　１４　ガイド装置
　１５　保護装置
　１６　ＵＶ乾燥器
　１７　監視システム
　１８　ダンサーローラ
　１９　胴溝
　２０　プレス面
　２１　分割プレス面
　２２　押圧セグメント
　２３　印刷ブランケット下地
　２４　機能層
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